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Ⅰ 養 護 実 習 と は 

 
１．養護実習の位置づけ 

 養護実習はみなさんが学生として、養護教諭とし

て、そして教師として人間として、多くのことを学

びうる濃密な時間だということができます。それは、

大学４年間の養護教諭養成課程における学びのプロ

セスの中核であるとともに、養護教諭としての長い

キャリアにおける実践的な学びの基点として位置づ

けられるものであり、一人ひとりの自己形成史にお

ける重要なターニングポイントとしての意味を持っ

ているからです。 

 

1.1 養護教諭養成課程における“学び” 

     の中核として  

 
 養護実習は、第一に養護教諭養成課程における学

びの中核として位置づけることができます。 

 実習の毎日はみなさんにとって新たな経験の連続

だといえるでしょう。同じ学校教育の現実でも、教

育をする立場であらためてそれを経験してみると、

それまでとは違った見方が形成されてくることはい

うまでもありません。しかし、そのことはこれまで

みなさんが教育を受ける立場で形成してきた見方を

すっかり消し去ってしまうことを意味しているわけ

ではないはずです。むしろ、そこで大切になること

は、教育を受ける側とする側の二つの見方が総合さ

れていくことにあるのであり、その中で、学校とは、

養護教諭とは何なのかということに対する、みなさ

んの見方が奥行きを増していくことに意味があるか

らです。 

 そのためには、１年次の「教職入門Ⅰ」、２年次の

「養護教諭基礎実習」「教職入門Ⅱ」、３年次の「養

護教諭応用実習」（3 年生４週間）、および「応用実

習（中学校）」（４年生４週間）の時間が互いに緊密

に連関し合うことで、実習以前の学習や実習後の学

習とつながっていくことに意味があります。「養護教

諭基礎実習」は、観察実習によって実際の養護教諭

の仕事への手ほどきを受ける時間であるとともに、

実習以前にもすでにさまざまな場面で折にふれて行

ってきた学校観や養護教諭観、授業観の吟味をあら

ためて行う時間だといえます。 

 大学入学時にはそれぞれの被教育体験に即した

個々バラバラなものにしか過ぎなかった養護教諭像

も、講義や演習や学生相互のコミュニケーションの

中で徐々にその幅を広げていきます。養護実習の経

験は、その養護教諭像の再形成をさらにすすめるも

のになるはずです。しかし、ちょうどかつての被教

育体験が個々バラバラであったように、みなさん一

人ひとりの実習での養護教諭としての体験もそれぞ

れに固有のものだといえます。その養護教諭像を確

かなものにしていくためには、それらの見方を互い

に共有し合う中で経験の意味を掘り下げていく過程

が必要なのだといえます。 

 もちろん、被教育体験と教育体験、自己の体験と

他者の体験、そして大学での学びと現場での体験は、

簡単に総合されるものだとはいえません。学ぶとい

うことの意味は一つの経験ともう一つの経験を、一

人の人間ともう一人の人間を、そして一つの場所と

もう一つの場所とを、互いに結びつける接点を見い

だしていくことにもあるでしょう。養護実習はそれ

らの要素がつながりあう有機的連関の中核としての

意味をもっているのです。 

 
1.2 養護教諭としての実践の場での“学び” 

     の起点として 

 
 養護実習は、第二に養護教諭としての長いキャリ

アにおける実践的な学びの基点にあたるものとして

位置づけることができます。 

 実際の養護実習の時間は、現実の教育の問題の深

さを知る上でも、そこに蓄積された知見･知識・教師

文化の奥行きを捉える上でも、また自分自身の養護

教諭としての方向性を見直す上でも、おそらく充分

な長さをそなえているとはいえないでしょう。 

しかし、実習生が実際に現場に身をおくそのわず

かな間にも、子どもや教師や学校はさまざまな出来

事を織りなしながら、たえず動いていきます。そし

て、みなさんの判断や行動や存在自体もまた、確実

にそこでの出来事を構成する重要な要素になってい

くはずです。実践の場で学ぶというよりは、何より

もまず、そのような現在進行中の出来事の中に身を

置いて学ぶことを意味しており、みなさんがその渦

中で何を体験し、どういう問題に突き当たり、どん

な反省（リフレクション）を行っていくのか、その

体験と反省の在り方に養護実習における学びの質は

かかっているといえます。 

養護教諭として必要な人間的な資質や専門的な力

量は、実習期間のわずかな間に身につけることがで
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きるものではなく、むしろそれらのほとんどはこれ

から実際に養護教諭として歩む長い道のりの中で学

び続けていくものです。だとすれば、養護実習にお

いて問われるべきは、あれこれの技術や知見の何が

身についたかという以上に、その人が実践的な場の

中で自己の経験をたえず更新し続けていけるような

学びのスタイルをどのように形成していくかという

ことの方にあるはずです。 

 養護教諭としての学びの本格的な第一歩が新任養

護教諭として学校に赴任したときにはじめて記され

るものだとすれば、養護実習における学びはいわば

それに向かって半歩あゆみだすことにすぎないかも

しれません｡しかし、その半歩をみなさんがどのよう

に踏み出すかということは、これからのみなさんの

養護教諭としてのライフコースの中で重要な意味を

もっているのです。 

 

1.3 養護実習における“学び”の二つの 

   性格 

 
 以上のような実践的な場での学びは、子どもとの

かかわり、養護教諭や教諭とのかかわりという二つ

のかかわりを軸にして展開されたものとして、特徴

づけることができます。 

 

(1) 子どもとのかかわりの中での“学び” 

 第一に、それは子どもたちとのかかわりを軸に展

開される学びといえます。実習校には一般論として

の子どもや自分の中の子どものイメージでは決して

くくれない、さまざまな生活背景や個性をもった生

身の子どもたちがいます。養護実習の期間は、その

子どもたちや教職員、友達同士の間で複雑な関係を

織りなす特定の世界に参加し、みなさん一人ひとり

の子どもとの間に関係を形成していく過程だといえ

るでしょう。保健室来室時、授業時間、休み時間、

そうじの時間、放課後といったいくつもの場面で、

子どもたちはさまざまな表情や行動を見せます。 

 そこでみなさんは、一人の子どもの保健室での様

子が、学級での友人関係や家庭の状況を背景とした

ものや、自分たちの子どものころでは考えられない

ような子どもの姿にその地域や現代社会の特質を見

出していくかもしれません。ときには子どもたちの

学ぶ力や成長する力の豊かさに驚き、ときには自分

が大切にしたいと思うものに逆行する状況に戸惑い

ながらも、その中に何かを見出していくかもしれま

せん。養護教諭としての学びを、そのような子ども

たちとのコミュニケーションにつなげていくことが、

何にも増してこれからみなさんが豊かな養護実践を

つくり出していく上での土台になるはずです。 

(2) 養護教諭や他の教職員とのかかわりの中での

“学び” 

 第二に、それは養護教諭や他の教職員とのかかわ

りを軸にしながら展開する学びということができま

す。教員という専門的な職業集団への参与という点

では、養護実習は、養護教諭のほんの一部を経験す

るにすぎません。しかし、みなさんが経験する保健

室の経営は、実践のもっとも基本的な部分だといえ

ます。養護実習は、その営みを共有する中で、養護

教諭や教職員とさまざまなかかわりを持つ時間でも

あります。 

 養護実習においてみなさんは、子ども理解、保健

室における子どもへの対応の仕方、保健組織活動へ

の参加、集団や個別を対象とした保健指導などを通

し、その裏側にある熟慮や判断の在り方、指導後の

反省過程における問題の焦点化やそれらを乗り越え

る手立ての発見の仕方などについて、具体的に学ん

でいくことになります。実際に自分がその実践過程

を経験するだけではなく、その都度の実践の局面で

直面する課題や状況の中で、養護教諭や他の教職員

たちの行動や言葉からみなさんは多くを学んでいく

はずです。養護教諭は、決してひとりでは成長でき

ません。みなさんが自分自身の学びをそのような実

践者相互のコミュニケーションに参与しつなげてい

くことは、養護教諭として成長し続けていくために

欠くことのできない土台になるはずです。 

これまで述べてきたことは、言い換えれば、結果

の良し悪しではなく、試行錯誤の学びのプロセス自

体に養護実習の価値を見出すことだといえます。結

果の成功とか失敗は、多くの場合、一面的なものに

過ぎません。そつなく体裁をととのえて成功したか

に見える指導よりも、自分の考えに基づいて行った

失敗のうちにこそ、むしろ豊かな学びの源泉はあり

ます。誰のものでもない自分自身の歩みを誠実に刻

み、それを他者とともに謙虚に振り返ることができ

たなら、そのこと自体がすでに成功や失敗をはるか

に超えた価値をもっているのであり、みなさんのそ

の学びの姿こそが、養護教諭や他の教職員にも子ど

もたちにも何かを伝えていくことになるでしょう。 
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２．カリキュラムと養護実習 

 
2.1 カリキュラムと養護実習 

 
養護実習は教員養成系学部である本学部のカ

リキュラムにおいて重要な位置を占めるもので

す。養護実習はその体験を通して、教育学部学生

としての一層の自覚と将来の教職者として、これ

からの学生生活をどう過ごしたらよいかを考え

 

 

 

るまたとない機会を与えてくれるものです。 

 養護実習のカリキュラム上の位置づけは以下

のようになっています。４年次後期に履修する教

職実践演習は、それまでに培ってきた自分の教員

としての資質能力を統合して確認し、足らないと

ころを自覚して深めるための科目です。

1 年次 ２年次 ３年次 ４年次 

養護専門科目 養護専門科目 養護専門科目 養護専門科目 

  ３年次卒業研究 ４年次卒業研究 

教育学概説 A・B 教育方法・課程論   

特別活動論 道徳教育論   

教育心理学概説 生徒・進路指導論   

 教育相談   

 保健科指導法 保健科指導法  

その他教職関連科目 その他教職関連科目 その他教職関連科目 その他教職関連科目 

教職入門Ⅰ 教職入門Ⅱ   

 養護教諭基礎実習 養護教諭応用実習 教職実践演習 

 介護体験実地  応用実習（中学校） 

カリキュラムの全体を概観してみると、１，２

年次では、「養護教諭応用実習」へ向けて、概説

や教育法、道徳・特別活動に関する授業が並んで

います。また教育学部における学生としてこれか

ら何をどのような立場で研究していくべきかに

ついての方向が示されています。「養護教諭応用

実習」を体験する３年次からは、専門科目・卒業

研究が多く入ってきます。「養護教諭応用実習」、

「応用実習（中学校）」で、養護教諭または教諭

両方の実習体験を踏まえて、将来の自分の進路を

考え、それにあった研究を深めていくことになり

ます。

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 

2.2 本学部における養護実習・教育実習 
     の履修要件 
 
 主免許状の養護教諭免許状の取得のためには、
「養護教諭応用実習」を履修する必要があります。
「養護教諭応用実習」を履修するためには、下記

の履修最低要件を、履修前年度終了時までに満た
さなければなりません。 

さらに、副免許状の中学校「保健」教員免許状
を取得するのためには、「応用実習（中学校）」を
履修することが必要です。「応用実習（中学校）」
を履修するためには、下記の履修最低要件を、履
修前年度終了時までに満たさなければなりません。

【養護教諭応用実習最低要件】 単位数 【応用実習（中学校）最低要件】 単位数 
養護教育専門科目 １４ 養護教育専門科目 ６ 
教職入門Ⅰ ２ 教職入門Ⅰ ２ 
教職入門Ⅱ １ 教職入門Ⅱ １ 
養護教諭基礎実習 １ 基礎実習Ⅰ １ 
教育学概説Ａ（本質） ２ 

10 

 

以 

 

上 

教育学概説Ａ（本質） ２ 

10 

 

以 

 

上 

教育学概説Ｂ（制度） ２ 教育学概説Ｂ（制度） ２ 
教育方法・課程論 ２ 教育方法・課程論 ２ 
道徳教育論 ２ 道徳教育論 ２ 
特別活動論 １ 特別活動論 １ 
教育心理学概説 ２ 教育心理学概説 ２ 
生徒・進路指導論 ２ 生徒・進路指導論 ２ 
教育相談 ２ 教育相談 ２ 
総合的な学習指導法 １ 総合的な学習指導法 １ 
保健科指導法 ２ 保健科指導法 ４ 
総単位数（上記を含み） 62 単位 総単位数（上記を含み） 62 単位 
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３．養護実習・教育実習の流れ 
  

埼玉大学教育学部では、学生が行う教育実習は

すべて大学で手配します。出身校で行う“母校実

習”などは実施していません。学生諸君は、大学

からの指示に従い、Web 学生システムや、掲示

などの連絡項目を見落とさないように注意して

ください。  

 

養護実習、教育実習の履修は次のようなプログラムとして組まれています。 

 

【１年次】 

入 学 時…………＊傷害保険・賠償保険に加入 

（加入していないと、実習を履修できません。） 

前期／後期…………＊「教職入門Ⅰ」履修 

   

【２年次】 

５月～６月中旬……＊「養護教諭応用実習」の希望調査 

          （実習希望地域などの調査を行います。） 

前期…………………＊「養護教諭基礎実習」「教職入門Ⅱ」履修 

        ①大学での講義 ②参観実習（附属学校で実施します。） 

後期…………………＊「養護教諭応用実習」ガイダンス 

          （「実習生調書」を作成し提出します。３年次の６月以降に実習校が決定されま

すが、希望通りにならない場合もあります。） 

後期末………………＊「養護教諭応用実習」最低履修要件の確認 

（履修要件をクリアできていないと履修できません。） 

【３年次】 

５月～６月中旬……＊「応用実習（中学校）」の希望調査（選択者のみ） 

          （実習希望地域などの調査を行います。） 

実習開始まで………＊「養護教諭応用実習」の事前指導 

          （実習の心得などを学部で指導します。） 

＊事前の実習校訪問 

（実習校を事前に訪問し、挨拶するとともに、実習を始めるに際して実習校から

の注意などを確認しておきます。初めての訪問ですので、きちんとした姿勢・服

装で臨みましょう。事前に学校に電話をして訪問日時の打ち合わせを行い、必ず

全員一緒に訪問します。実習校への道順・所要時間なども確認しておきます。実

習校の都合で、実習開始日が変更になるケースもあります。）             

後期…………………＊「養護教諭応用実習」（４週間）実施 

（子どもたち、養護教諭、教員との交わりを大切にし、充実した実習になるよう

に努めましょう。何か困ったこと、相談したいことがある場合には、ひとりで悩

むのではなく、すぐ大学に連絡しましょう。実習後は、お礼の挨拶を忘れないよ

うに。） 

＊「基礎実習」履修（選択者のみ） 

①大学での講義 ②参観実習（附属学校で実施します。） 

＊教育実習ガイダンス 

（「実習生調書」を作成し提出します。４年次の 6 月以降に実習校が決定されま

すが、希望通りにならない場合もあります。） 

後期末………………＊「応用実習（中学校）」最低履修要件の確認 

（履修要件をクリアできていないと履修できません） 

【４年次】 

実習開始まで………＊「応用実習（中学校）」の事前指導 （「養護教諭応用実習」のときと同じです。） 

＊事前の実習校訪問 （「養護教諭応用実習」のときと同じです。） 

後期…………………＊「応用実習（中学校）」（４週間）実施 
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４．養護実習生活 

4.1 養護実習を行うにあたっての留意点 

 

(1) 基本的姿勢 

 各実習校は、後継者養成のために、多忙な時間を

さいて指導をしてくれています。この事を充分に理

解して、謙虚な姿勢で実習に臨むことが望まれます。

また、一人ひとりが埼玉大学を代表してきていると

いうことをいう自覚をもって行動してください。 

 

(2) 実習校の先生方に対して 

 実習校の先生方に対しては、自分は指導を受ける

立場にあることを念頭において接します。挙措動作、

言葉づかいにも注意しましょう。 

 

(3) 養護教諭としての自覚と責任 

 養護実習生は、大学においては「学生」であって

も、教壇に立ったり、児童生徒と向かい合う場面に

おいては、一人前の「先生」です。 

 養護実習中は「養護教諭」としての自覚を持ち、

それに見合った責任を果たすことが求められます。

体罰が厳禁であること、養護教諭としての「守秘義

務」があることなども確認しておきましょう。 

 

(4) 「学ぶもの」としての自覚 

 (3)にもかかわらず、養護実習生は「学生」でもあ

ります。授業に関することはもちろん、休み時間・

給食・清掃・クラブ活動や学校行事など、学校に関

わるすべてのことに興味をもち、それらに積極的に

関わって、たくさんのことを吸収することが大切で

す。 

 

(5) 実習生仲間と代表者 

 一緒に実習する仲間は、研鑽を積む上での良きラ

イバルであり、相談相手となるでしょう。「代表者」

を中心に、お互い協力し合って、充実した実習が送

れるよう努力しましょう。「代表者」は、各実習ごと

に決定されます。実習生のまとめ役としての挨拶や

諸連絡の窓口となります。 

 

(6) 健康 

 長い養護実習を乗り切るためには、なんといって

も“健康第一”です。精神的・肉体的の双方で健康

を維持できるよう努める必要があります。実習開始

前から健康を保つように留意しましょう。 

 

 

 

 

4.2 勤務に関する留意点 

 

(1) 勤務時間 

 出勤時間は、それぞれの学校により異なりますが、

勤務開始の30 分程度前に出勤しましょう。勤務時

間全般に、時間を守って、ゆとりを持って行動する

ようにします。 

 

(2) 通勤手段 

 出勤は、徒歩または電車、バスなどの公共交通機

関を利用します。自動車・自転車・バイクなどによ

る通勤は、交通安全の観点から原則として認めてい

ません。 

 

(3) 所持品 

 持ち物は、印鑑・テキスト・筆記用具・「養護実

習の手引き」（本書）・「養護実習の記録」・上履き・

運動靴・弁当・その他、実習を行うのに必要なもの

とします。 

 

(4) 出勤簿 

 毎朝、出勤時に、出勤簿に捺印します。 

 

(5) 外出 

 勤務時間内の外出は、原則として認められません。

外出する際には、必ず許可をもらってください。教

員採用試験の願書を提出に行くなどの場合が考えら

れます。 

 

(6) 欠勤・早退･遅刻 

 欠勤・早退・遅刻はできるだけないように努める

のが当然です。やむを得ない場合は、事前に実習校

に連絡を取り、承認を得ておきます。また、実習校

によっては、所定の欠勤・早退・遅刻届を養護教諭

等の承認・捺印をもらったのち、学校長に提出する

ように指示されることがあります。 

 

(7) 生活の場 

 生活の場として、「控え室」が与えられることが

多いようですが、隣室に迷惑にならなうように留意

して、研究・討論の場として大いに活用します。 

 

(8) 昼食・間食 

 昼食・間食などについては、それぞれの学校の指

示に従います。ここが、学校であるということを、

もう一度思い起こしましょう。 
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(9) 給食費など 

 給食費や遠足などの学校行事に参加する際にか

かわる諸費用は、原則として自弁です。金額や支払

方法は、事前訪問の時に確認しておきましょう。 

 

(10) 服装など 

 スーツ等の正装、動きやすい格好に心がけましょ

う。 

 

4.3 児童生徒の指導に関する留意点 

 

(1) 態度・言葉づかい・身だしなみ 

 児童生徒との接触にあたっては、教育者としてふ

さわしい態度・言葉づかい・身だしなみを心がけま

す。 

 

(2) 児童生徒との接触 

 実習校においては、児童生徒とは、常に明るく、

気持ちよい態度で接することでが大切です。また、

児童生徒名を早く覚え、親しみ、かつ親しまれるよ

うに努めます。児童生徒の個性をよく理解するとと

もに、性別や個人による分け隔てが起こらないよう

にします。 

 

(3) 学校外での接触 

 自分の配属された実習校の児童生徒を、許可なく

校外に引率したり、呼び出したりしてはいけません。

公務以外の電話やメールでの連絡をとってはいけま

せんし、また連絡させてもいけません。実習終了後

の接し方にも注意しましょう。 

 

(4) 学校の設備備品 

 設備備品を使用する場合は、担当の教職員の指示

に従います。使用後は必ずもとあった場所に返納し、

整理整頓を心がけます。 

 

(5) 参観授業 

 クラスの授業を参観する場合には、事前に担当教

師と連絡をとり、観点を決めて参観するようにしま

す。挨拶やお礼を忘れないようにしましょう。 

 

4.4 実習計画の例 

 

 実習計画は、それぞれの学校で作成されます。 

一例を示しておきます。 

 

第１日 〔挨拶と紹介〕 

＊ 職員集会での紹介・あいさつ 

＊ 講話（学校教育全般など） 

＊ 養護教諭との話し合い 

＊ 校内施設見学 

＊ 「養護実習の記録」への記入（毎日必ず記入しましょう） 

   

第１週 〔学校・学級・児童生徒を知ることに努め

る〕 

＊ 保健室における児童生徒への対応の観察 

（救急処置、健康相談、保健指導） 

＊ 保健室の整備、環境衛生検査、日常安全点検 

＊ 学級活動、学校行事などへの参加 

＊ 講話（学校保健や保健室経営など） 

 

第２・３週 〔児童生徒への対応を適切に行うとと

もに、児童生徒への理解を深める〕 

＊ 保健室における児童生徒への対応 

＊ 保健室の整備、環境衛生検査、日常安全点検 

＊  集団を対象とした保健指導の準備 

   指導案、指導法について、養護教諭や担任の先生

から指導していただきましょう。 

＊ 学級活動、生徒指導、学校行事への参加･指導 

＊ 保健だよりや掲示物の作成 

＊ 保健事務 

 

第３・４週 〔研究協議を行い、実習の成果を点検

する〕 

＊ 保健室における児童生徒への対応 

＊ 保健室の整備、環境衛生検査、日常安全点検 

＊  集団を対象とした保健指導の実施 

＊ 学級活動、生徒指導、学校行事への参加･指導 

＊ 保健だよりや掲示物の作成 

＊ 保健事務 

 

最終日 〔実習のまとめ、実習終了の挨拶〕 

＊ 実習のまとめ・反省 

＊ 「養護実習の記録」の提出 

＊ 児童生徒・教職員に実習終了のあいさつとお礼 

 実習終了後にも、お礼を述べに事後訪問し、提出

していた「養護実習の記録」を受け取ります。「養

護実習の記録」は、大学事務へ提出します。 
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＊ 学級活動、生徒指導、学校行事への参加･指導  

＊ 研究協議会 

  研究協議で学んだことの確認をします。他の実

習生の研究協議からもいろいろ学びましょう。 

養護教諭や担任の先生から指導実施後には、批評

と指導をいただきましょう。 

 

 

4.5 実習生の一日 

 

 実習生の日課は、配当された実習校によって若干

異なります。また、毎日同じ日課というわけでもあ

りません。実際には、事前訪問の時か、実習初日に

指示されることになりますが、一例を掲げておきま

す。 

 

＊ 出勤途上で児童生徒と一緒になることがありま 

す。学校外での児童生徒の姿を知るよい機会です。

交通マナーや交通安全などにも気を配ります。 

＊「登下校時」「休み時間」「給食の時間」「清掃の 

時間」も、学校生活の大事な部分です。児童生徒

の様子をよく観察して、心身の健康状態を把握す

るようにします。 

＊ 退勤する際には、教職員の方に必ず挨拶をして、 

退勤することを伝えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校の例】 

 

〔平日〕 

～8:15  実習生登校（勤務開始） 

保健室の整備 

～8:25  児童登校、児童観察 

8:25～8:30 職員集会 

（その日や週の打ち合わせを職員室で

行います。） 

8::30～10:00  

      健康観察,、 

      欠席状態の確認、事後措置 

保健室来室者への対応、保健指導 

10:00～12:30 

校内巡視 

環境衛生検査、日常安全点検、 

保健室来室者への対応、保健指導 

12:30～13:15  

給食の時間 

       保健室来室者への対応、保健指導 

13:20～13:40  

清掃の時間 

保健室来室者への対応、保健指導 

13:40～16:00  

保健室来室者への対応 

      保健指導 

      校舎内外での児童観察 

16:00～  児童下校 

16:00～17:00  

研修、執務のまとめ 

本日の反省と明日への準備 
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５．養護実習・教育実習におけるトラブルについて 
 

皆さんは普段は「学生」という立場ですが、教育

実習先の児童生徒にとっては「先生」であり、職員

室では「実習生」となります。その場その場の立場

に応じて、相手を尊重し信頼する、また自分も相手

から信頼されるような、適切なコミュニケーション

がとれなければいけません。 

 しかしこれまで、教育実習では様々なトラブルが

報告されてきました。トラブルをできる限り回避す

るために、そして、トラブルになってしまったとき

に迅速に対応するために、ここでは実際にあったト

ラブルの一部を紹介します。 

 

5.1 性的な事柄をめぐるトラブル 

 

ケース1 

 実習先の中学校の生徒から、「先生、彼女いる

の？」と聞かれ、「いる」と答えた。すると、「彼

女とどんな関係までいっているの？」と質問され

たため、性的な内容に話題が及び、その日持って

いた避妊具を生徒にせがまれて、しかたなく見せ

た。 

 

 実習先の児童生徒にとって、皆さんは親しみやす

いお兄さん・お姉さんのようにうつるかもしれませ

ん。したがって、個人的な質問をされる機会もある

でしょう。 

 しかし、自分の恋愛や性的なことを話題にすると

いった行為は、皆さんのプライバシーの保護といっ

た観点から望ましくありません。更に、皆さんが「先

生」としての立場上の権限を利用し、児童生徒を不

快にさせる「セクシャルハラスメント」の加害者と

されてもおかしくない行為です。 

 大学の友達同士の会話なら許されることでも、実

習先では厳禁です。プライバシーにかかわる質問を

されたら、まずもって答えてはいけません。そして、

「そのようなことは聞いてはいけないよ」と、児童

生徒に伝えてください。 

 

ケース２ 

 実習先の生徒にせがまれ、メールアドレスを交換

した。そして、後日、その生徒と学外で個人的に会

った。 

 

 メールアドレスは個人情報ですので、児童生徒と 

実習生の双方の個人情報の保護のためにも、児童生 

徒とこのようなやりとりしてはいけません。更に、 

 

学外で個人的に会うという行為は、実習生としての

関わりを大いに逸脱しており、大変な問題です。皆

さんは、児童生徒と決して「対等」ではないのです。

このような行為は「セクシャルハラスメント」の加

害者とされてもおかしくないものです。 

 もし、児童生徒からこのような求めがあった場合

は、指導教員の先生に相談し、指示を仰ぎましょう。 

 

5.2 個人情報の扱いをめぐるトラブル 

 

ケース1 

 実習の様子をFaceBook に掲載した。学校や児

童の名前は書いていない。写真を掲載してはいるも

のの、自分の授業をする姿と、児童の後頭部がうつ

っているだけである。閲覧者は登録制にしているの

で、情報が拡散する危険性はないと判断した。 

 

 学校名や児童の名前が掲載されていなくとも、イ

ンターネット上（ブログ、ツイッター等も含む）に

実習の情報を流すこと自体が大問題です。写真の扱

いも、この写真なら大丈夫といったことではなく、

掲載すること自体が問題なのです。 

 実際に、学校名が判別されないだろうと思われた

インターネット上の情報から、実習先が割り出され、

実習校や大学に「通報」されたケースがあります。

また、そこで語られた実習の様子を、実習先の児童

がたまたま読み、ショックを受けたといったことも

ありました。更に、FaceBook の閲覧者の制限も、

実のところ機能していなかったこともあります。 

今、各学校は個人情報の保護に懸命に取り組んでい

ます。実習生個人で判断できるような事柄ではない

のです。インターネット上に、教育実習にかかわる

情報は、一切出してはいけません。 

 

ケース２ 

 自分が担当させていただいた授業で、生徒たちか

ら回収したワークシートを、自宅に持ち帰った。そ

して実習終了後、そのワークシートを燃えるごみに

出した。 

 

 まず、ワークシートを含め、学校で回収した児童

生徒の個人的な資料を、自宅に持ち帰ることは厳禁

です。更に、回収したものを捨てるといった行為は、

言うまでもなく大問題です。いずれも個人情報の保

護に大いに抵触しています。 

 実習生の個人的な判断で、回収したものを持ち帰
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ったり、破棄したりしてはいけません。個人情報の

保護を徹底しながら、次の授業に生かすための方法

については、実習先の指導教員の指示を仰ぎましょ

う。 

 

5.3 教職員と実習生の間のトラブル 

 

ケース1 

生徒や他の教職員の前で「実習生のくせに、これく

らいわからないのか」と言われ、適切な指導助言を

得られなかった。後日、職員室では「これだから埼

玉大学の学生は嫌なんだ」と言われ、精神的にショ

ックを受けた。 

 

 皆さんは実習生として、実習先の先生方から様々

な指導をいただくことになりますが、上記のような、

厳しい言葉を投げかけられ、必要な指導を受けられ

なかったといったことが報告されることがあります。

その際、「ここまで言われるのは、自分のせいだ」と

過度に自分を責め、落ち込む必要はありません。一

生懸命、職務に従事することはもちろん大切ですが、

不十分なところがあって当たり前であり、指導をい

ただくべき立場、それが実習生なのです。 

 このような行為は、必要な指導を行わない「アカ

デミックハラスメント」や、就労上の不適切な言動

を意味する「パワーハラスメント」に相当します。

皆さんは、ハラスメントの被害者になる可能性もあ

るのです。 

 このような場合、ひとりで悩まずに、勇気を出し

て、大学事務（電話：048-858-3144）や、ゼ

ミの指導教員等に相談しましょう。一緒に対策を考

えます。 

 

ケース２ 

 学校関係者から好意をもたれたようで、学内外で、

つきまとわれている気がしていた。するとその後、

デートに誘われた。 

 

 相手が学校関係者となると、断り方に大変困ると

いった声がきかれます。しかし、「お世話になってい

る先生だから…」と誘いを受ける必要は全くありま

せん。 

 誘いを断りにくい状況が生まれていることからも

わかるように、これは明らかに「セクシャルハラス

メント」であり、皆さんは被害者になりうるという

ことです。 

 この場合も、やはりひとりで悩まずに、大学事務

や、ゼミの指導教員等に相談してください。実習を

全うできるよう、一緒に対策を考えていきます。 
 
 

5.4 養護実習・教育実習をきちんと全うす

るために 
  

 ハラスメントは、被害者に対してかなりの精神的

ダメージを与えます。皆さんは、ハラスメントの加

害者にも、被害者にもなってしまう可能性があるこ

とを、十分自覚しましょう。 

 まずは、自分の立場をわきまえて加害者にならな

いための努力をすることが大切です。児童生徒に対

しては、「先生」として適度な距離を保つことです。 

 もしハラスメントの被害にあってしまったら、そ

の責任を自分ひとりで引き受けてはいけません。困

ったことがあれば、即、大学に相談してください。 
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Ⅱ 参 観 実 習 

 

１．参観実習の意義 

  

参観実習の意義は、学校現場における教育活動全

般にわたって、児童生徒の能力や興味、関心などの

個性に触れ、いかなる学校保健活動が展開されてい

るか理解を深めることです。 

 附属小学校で実施する参観実習の目的は、養護教

諭応用実習のための準備として、実習への意欲を高

め、積極的な態度を形成することです。 

また、児童生徒及び養護教諭、教職員の諸活動を

観察して、自分が「養護教諭であったら」どのよう

な保健室経営をしたらよいのかという視点をもって

取り組み、養護教諭応用実習への課題意識を明確に

します。 

  

２．参観実習の視点  

 

参観実習に臨んでは、次のような視点から授業や

保健室での観察をすることが大切です。 

 

（1）参観授業での授業観察の視点 

①学習指導の目標のために、どんな方法が用いられ

ているか。その方法は、学習指導を達成する上で、

どのように工夫されているか。 

 ・授業の組み立て方・進め方 

 ・実際の学習活動 

・学習活動の目標を達成するために準備された教

材教具 

・板書の工夫 

 ・教師の話し方・言葉使い 

 

②児童生徒一人ひとりへの支援や評価はどのように

なされているか。 

 ・児童生徒に対する具体的な支援の仕方 

・評価の仕方 

③児童生徒一人ひとりへの健康・安全面は、どのよ

うに配慮されているか。 

・教材教具の安全性と使用上の配慮 

・授業場所の環境整備、点検 

・健康観察 

 

(２)保健室での観察の視点 

①保健室における児童生徒一人ひとりへの支援は、

どのように行われているか。 

・救急処置 

・保健指導 

・健康相談  

 

②保健室経営は、どのように行われているか。 

・児童生徒の健康実態 

・具体的な経営方針 

・保健室の設備と環境  

 ・関係者との連携 など 

 

３．参観にあたっての留意事項 

 

 参観実習には、次の点に留意して臨むようにしま

しょう。 

①あらかじめ自分なりの課題意識をもって臨むこと。 

②必要なことを記録しながら参観すること。そのた

めの準備をしておく。 

③授業の妨げになることはしない。授業中は、児童

生徒へ話しかけることはしない。 

④参観者どうしの私語は厳禁。 

⑤貴重な機会を与えてもらったことに対する感謝の

気持ちをもって臨む。 
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Ⅲ 養 護 実 践 
 

１．養護実習（養護教諭応用実習）における研究協議会 

  

養護教諭応用実習の研究協議会では多様な内容・方法による成果発表が可能です。 

 

1.1 成果発表の内容 

 

次に掲げるような養護教諭の職務の内容を参考にして、成果発表をしてください。 

 

① 保健指導に関すること 

学級活動における集団を対象とする保健指導 

個人を対象とする保健指導など 

② 保健管理に関すること 

救急処置、健康相談、健康診断、学校環境衛生、疾病予防など 

③ 保健室経営に関すること 

保健室経営計画、学校保健情報の管理活用、掲示物・保健だよりなど 

④ 保健組織活動に関すること 

  学校保健委員会、児童生徒保管委員会活動、学校保健計画、保健指導年間計画など 

⑤ その他の養護教諭の職務に関すること 

 

1.2 成果発表の方法 

  

成果発表の内容に応じて、次のような方法で、成果発表をしてください。 

① 研究授業（指導案） 

② 資料 

③ パソコンを用いたプレゼンテーションなど 

 

研究協議会では、担当指導者の指導を受けたのちに印刷をします。発表の前日までに教職員全員に配布

します。 

 

 

２．研究協議会における発表の例 

 

研究協議会での成果発表の内容は、実習校の教育課程や指導計画などに応じた実習計画と、それに沿った

成果発表の内容となります。 

 

以下に、平成 2８年度養護教諭応用実習における研究協議会での養護実践例を掲載しましたので、参考に

してください。 
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Ⅳ 養 護 実 習 の 評 価 

 
 「養護実習」の評価は、実習期間を通しての全活動を対象に行われます。研究授業や実際に行った保健室

での活動のみを対象としているわけではなく、課題活動や学校行事等の教育活動、日々の児童生徒と

の接し方など、実習校でのすべての活動が評価の対象となります。 

 

評価は、次の７つの観点によってなされます。 

 

   １．保健室経営 

  ２．救急処置 

 ３．保健指導 

 ４．健康相談 

５．学校環境衛生への取り組み 

   ６．学校保健活動全般の取り組み 

７．実習態度 
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Ⅴ 参 考 資 料 

学校保健安全法 

 
第１章 総 則 （第 1条～第 3条）  

第２章 学校保健 （第 4条－第 25条）  

第３章 学校安全 （第 26条－第 30条）  

第４章 雑 則 （第 31条～第 32条）  

 
第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管

理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児

童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学

校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校をい

う。 
２ この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効

果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏ま

えつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 
２ 国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に

関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。 
３ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。 

第２章 学校保健  

第１節 学校の管理運営等 （第 4条－第 7条）  

第２節 健康相談等 （第 8条－第 10条）  

第３節 健康診断 （第 11条－第 18条）  

第４節 感染症の予防 （第 19条－第 21条）  

第５節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 （第 22条・第 23条）  

第６節 地方公共団体の援助及び国の補助 （第 24条・第 25条）  

 

第１節 学校の管理運営等 

 （学校保健に関する学校の設置者の責務） 

第４条 学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当

該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 
（学校保健計画の策定等） 

第５条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の

健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、

これを実施しなければならない。 
（学校環境衛生基準） 

第６条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項（学

校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）第９条第１項（夜間課程を置く高等学校における学校給食に

関する法律（昭和 31 年法律第 157 号）第７条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校
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給食に関する法律（昭和 32 年法律第 118 号）第６条において準用する場合を含む。）に規定する事

項を除く。）について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準

（以下この条において「学校環境衛生基準」という。）を定めるものとする。 
２ 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めな

ければならない。 
３ 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場

合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないと

きは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 
（保健室） 

第７条 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健

室を設けるものとする。 
第２節 健康相談等 

（健康相談） 

第８条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。 
（保健指導） 
第９条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察に

より、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児

童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者（学校教育法第 16 条に規

定する保護者をいう。第 24 条及び第 30 条において同じ。）に対して必要な助言を行うものとする。 
（地域の医療機関等との連携） 

第１０条  学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、必要に応じ、当該学校

の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。 
第３節 健康診断 

（就学時の健康診断） 

第１１条  市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、学校教育法第 17 条第１項の規定により翌

学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するも

のの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。 
第１２条  市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行

い、及び学校教育法第 17 条第１項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学

に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。 
（児童生徒等の健康診断） 

第１３条  学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除く。）の健康診

断を行わなければならない。 
２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。 

第１４条  学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、

並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。 
（職員の健康診断） 

第１５条  学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。 
２ 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。 

第１６条  学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な

措置をとらなければならない。 
（健康診断の方法及び技術的基準等） 

第１７条  健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。 
２ 第 11 条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に

関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第 11 条の健康診断に関するものについては政令

で、第 13 条及び第 15 条の健康診断に関するものについては、文部科学省令で定める。 
３ 前２項の文部科学省令は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第９条第１項に規定する健

康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 
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第１８条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政 
令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。 

第４節 感染症の予防 

（出席停止） 

第１９条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれ 
のある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 

（臨時休業） 

第２０条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は 
一部の休業を行うことができる。 

（文部科学省令への委任） 

第２１条 前２条（第 19 条の規定に基づく政令を含む。）及び感染症の予防及び感染症の 
患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）その他感染症の予防に関して規定する

法律（これらの法律に基く命令を含む。）に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し

必要な事項は、文部科学省令で定める。 
第５節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 

（学校保健技師） 

第２２条 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。 
２ 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経 
験がある者でなければならない。 
３ 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術

に従事する。 
（学校医、学校歯科医及び学校薬剤師） 

第２３条 学校には、学校医を置くものとする。 
２ 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 
３ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命

し、又は委嘱する。 
４ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技

術及び指導に従事する。 
５ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。 

第６節 地方公共団体の援助及び国の補助 

（地方公共団体の援助） 

第２４条 地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は 
特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれの

ある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生

徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する

費用について必要な援助を行うものとする。 
1．生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第２項に規定する要保護者 
2．生活保護法第６条第２項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるも

の 
（国の補助） 

第２５条 国は、地方公共団体が前条の規定により同条第１号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予

算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。 
２ 前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。 

第３章 学校安全 

（学校安全に関する学校の設置者の責務） 

第２６条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害

行為、災害等（以下この条及び第 29 条第３項において「事故等」という。）により児童生徒等に

生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合（同条第１
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項及び第２項において「危険等発生時」という。）において適切に対処することができるよう、当

該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 
（学校安全計画の策定等） 

第２７条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児

童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。 
（学校環境の安全の確保） 

第２８条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項

があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を

講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 
（危険等発生時対処要領の作成等） 

第２９条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時

において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領（次項において

「危険等発生時対処要領」という。）を作成するものとする。 
２ 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時におい

て職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 
３ 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び

当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係

者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合に

おいては、第 10 条の規定を準用する。 
（地域の関係機関等との連携） 

第３０条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との 
連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他

の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その

他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。 
第４章 雑 則 

（学校の設置者の事務の委任） 

第３１条 学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき 
処理すべき事務を校長に委任することができる。 

（専修学校の保健管理等） 

第３２条 専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努め

なければならない。 
２ 専修学校には、建康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けるよう

に努めなければならない。 
３ 第３条から第６条まで、第８条から第 10 条まで、第 13 条から第 21 条まで及び第 26 条から

前条までの規定は、専修学校に準用する。 

 

 

学校保健安全法施行令（省略） 
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学校保健安全法施行規則 

 

 学校保健法（昭和 33 年法律第 56 号）第 10 条、第 14 条及び第 16 条第 5 項並びに学校保健法施行令（昭和

33 年政令第 174 号）第 4 条第 1 項、第 5 条第 2 項、第 6 条及び第 9 条第 3 項の規定に基き、及び同法の規定

を実施するため、学校保健法施行規則を次のように定める。 

 第１章 環境衛生検査等（第 1条・第 2条）  

 第２章 健康診断  

  第１節 就学時の健康診断（第 3条・第 4条）  

  第２節 児童生徒等の健康診断（第 5条―第 11条）  

  第３節 職員の健康診断（第 12条―第 17条）  

 第３章 感染症の予防（第 18条―第 21条）  

 第４章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則（第 22条―第 24条）  

 第５章 国の補助（第 25条―第 27条）  

 第６章 安全点検等（第 28条・第 29条）  

 第７章 雑則（第 30条）  

 附則  

 

第１章 環境衛生検査等  

（環境衛生検査）  

第１条 学校保健安全法 （昭和 33 年法律第 56 号。以下「法」という。）第 5 条 の環境 

衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条 に規定する学校環境衛生基

準に基づき行わなければならない。  

２  学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。  

（日常における環境衛生）  

第２条 学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の 

維持又は改善を図らなければならない。  

第２章 健康診断  

第１節 就学時の健康診断  

（方法及び技術的基準）  

第３条 法第 11 条 の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目に 

つき、当該各号に定めるとおりとする。  

１  栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄

養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。  

２  脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。  

３  胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。  

４  視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用して

いる者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。  

５  聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。  

６  眼の疾病及び異常の有無は、伝染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。  

７  耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注

意する。  

８  皮膚疾患の有無は、伝染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。  

９  歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常につ

いて検査する。  

１０  その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検

査するものとし、知能については適切な検査によって知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、

消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によって結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、
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ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見に

つとめる。  

（就学時健康診断票）  

第４条 学校保健安全法施行令 （昭和 33 年政令第 174 号。以下「令」という。）第 4 条 

第 1 項 に規定する就学時健康診断票の様式は、第 1 号様式とする。  

第２節 児童生徒等の健康診断  

（時期）  

第５条  法第 13 条第 1 項 の健康診断は、毎学年、6 月 30 日までに行うものとする。ただ 

し、疾病その他やむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対

しては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うものとする。  

２  第 1 項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された

者（第 6 条第 3 項第 4 号に該当する者に限る。）については、おおむね 6 か月の後に再度結核の有

無の検査を行うものとする。  

（検査の項目）  

第６条  法第 13条第 1項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。  

一  身長及び体重  

二  栄養状態  

三  脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無  

四  視力及び聴力  

五  眼の疾病及び異常の有無  

六  耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無  

七  歯及び口腔の疾病及び異常の有無  

八  結核の有無  

九  心臓の疾病及び異常の有無  

十  尿  

十一  その他の疾病及び異常の有無  

２  前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加

えることができる。  

３  第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。  

一  小学校（特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第 7 第 6 項及び第 11 条において同じ。）

の全学年  

二  中学校（中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条及び第 7 条

第 6 項において同じ。）の全学年  

三  高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条及び第 7

条第 6 項において同じ。）及び高等専門学校の第一学年  

四  大学の第一学年  

４  第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二

学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第 4 号に掲げるもののうち聴力を、小学校の第

四学年以上の学年並びに中学校、高等学校及び高等専門学校の全学年においては第 11 号に掲げるものを、大

学においては第 1 号、第 3 号、第 4 号、第 7 号、第 10 号及び第 11 号に掲げるもの（第 1 号にあっては、座

高に限る。）を、それぞれ検査の項目から除くことができる。  

（方法及び技術的基準）  

第７条  法第 13 条第 1 項 の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第 9 項 

までに定めるもののほか、第 3 条の規定（同条第 10 号中知能に関する部分を除く。）を準用する。

この場合において、同条第 4 号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用して

いる者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。  

２  前条第 1 項第 1 号の身長は、たび、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、臀部及びかかと

を身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。  
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３  前条第 1 項第 1 号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。

ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。  

４  前条第 1 項第 1 号の座高は、背及び臀部を座高計の尺柱に接して腰掛に正座し、両上肢を体

側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。  

５  前条第 1 項第 8 号の結核の有無は、問診、エツクス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必

要な検査によって検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。  

一  前条第 3 項第 1 号又は第 2 号に該当する者に対しては、問診を行うものとする。  

二  前条第 3 項第 3 号又は第 4 号に該当する者（結核患者及び結核発病のおそれがあると診断さ

れている者を除く。）に対しては、エツクス線間接撮影を行うものとする。  

三  第 1 号の問診を踏まえて学校医その他の担当の医師において必要と認める者であって、結核

に関し専門的知識を有する者等の意見により、当該者の在学する学校の設置者において必要と認め

るものに対しては、エツクス線直接撮影、喀痰検査その他の必要な検査を行うものとする。  

四  第 2 号のエツクス線間接撮影によって病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者

並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、エツクス線直接撮影及び喀痰検査

を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。  

６  前条第 1 項第 9 号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によ

って検査するものとする。ただし、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条において同

じ。）の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等

専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。  

７  前条第 1 項第 10 号の尿は、尿中の蛋白、糖等について試験紙法により検査する。ただし、幼

稚園においては、糖の検査を除くことができる。  

８  前条第 1 項第 11 号の寄生虫卵の有無は、直接塗沫法によって検査するものとし、特に十二指

腸虫卵又は蟯虫卵の有無の検査を行う場合は、十二指腸虫卵にあっては集卵法により、蟯虫卵にあ

ってはセロハンテープ法によるものとする。  

９  身体計測、視力及び聴力の検査、問診、エツクス線検査、尿の検査、寄生虫卵の有無の検査

その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、

学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第 11 条の保健調査を活用して診断に当たるも

のとする。  

（健康診断票）  

第８条  学校においては、法第 13 条第 1 項 の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健 

康診断票を作成しなければならない。  

２  校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康

診断票を進学先の校長に送付しなければならない。  

３  校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断

票を転学先の校長に送付しなければならない。  

４  児童生徒等の健康診断票は、5 年間保存しなければならない。ただし、第 2 項の規定により送

付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒

業した日から 5 年間とする。  

（事後措置）  

第９条  学校においては、法第 13 条第 1 項 の健康診断を行つたときは、21 日以内にその 

結果を幼児、児童又は生徒にあっては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者（学校教育法 （昭

和 22 年法律第 26 号）第 16 条 に規定する保護者をいう。）に、学生にあっては当該学生に通知す

るとともに、次の各号に定める基準により、法第 14 条 の措置をとらなければならない。  

一  疾病の予防処置を行うこと。  

二  必要な医療を受けるよう指示すること。  

三  必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。  

四  療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。  

五  特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。  
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六  学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。  

七  修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。  

八  机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。  

九  その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。  

２  前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当

たつた学校医その他の医師が別表第 1に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決

定する指導区分に基づいて、とるものとする。  

（臨時の健康診断）  

第１０条  法第 13 条第 2 項 の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項

目について行うものとする。  

一  感染症又は食中毒の発生したとき。  

二  風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。  

三  夏季における休業日の直前又は直後  

四  結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。  

五  卒業のとき。 

（保健調査）  

第１１条  法第 13 条 の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに 

当たっては、小学校においては入学時及び必要と認めるとき、小学校以外の学校においては必要と

認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。  

第３節 職員の健康診断  

（時期）  

第１２条  法第 15 条第 1 項 の健康診断の時期については、第 5 条の規定を準用する。こ 

の場合において、同条第 1 項中「6 月 30 日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時

期に」と読み替えるものとする。 

（検査の項目）  

第１３条  法第 15 条第 1 項 の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。  

一  身長、体重及び腹囲  

二  視力及び聴力  

三  結核の有無  

四  血圧  

五  尿  

六  胃の疾病及び異常の有無  

七  貧血検査  

八  肝機能検査  

九  血中脂質検査  

十  血糖検査  

十一  心電図検査  

十二  その他の疾病及び異常の有無  

２  妊娠中の女性職員においては、前項第六号に掲げる検査の項目を除くものとする。  

３  第 1 項各号に掲げる検査の項目のうち、20 歳以上の職員においては第 1 号の身長を、35 歳未

満の職員及び 36 歳以上 40 歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であって腹囲が内臓脂肪

の蓄積を反映していないと診断されたもの、ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。以下同じ。）

が 20 未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員（ＢＭＩが 22 未満である職

員に限る。）においては第 1 号の腹囲を、40 歳未満の職員においては第 6 号に掲げるものを、35 歳

未満の職員及び 36 歳以上 40 歳未満の職員においては第 7 号から第 11 号に掲げるものを、それぞ

れ検査の項目から除くことができる。 

  ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）／身長（ｍ）２乗  
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（方法及び技術的基準）  

第１４条  法第 15 条第 1 項 の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第 9 

項までに定めるもののほか、第 3 条（同条第 10 号中知能に関する部分を除く。）の規定を準用する。  

２  前条第 1 項第 2 号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、45 歳

未満の職員（35 歳及び 40 歳の職員を除く。）においては、医師が適当と認める方法によって行うこ

とができる。  

３  前条第 1 項第 3 号の結核の有無は、エツクス線間接撮影により検査するものとし、エツクス

線間接撮影によって病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれ

があると診断されている者に対しては、エツクス線直接撮影及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ

聴診、打診その他必要な検査を行う。  

４  前条第 1 項第 4 号の血圧は、水銀血圧計を用い、聴診法で測定するものとする。  

５  前条第 1 項第五 5 の尿は、尿中の蛋白及び糖について試験紙法により検査する。  

６  前条第 1 項第 6 号の胃の疾病及び異常の有無は、エツクス線間接撮影により検査するものと

し、癌その他の疾病及び異常の発見に努める。  

７  前条第 1 項第 7 号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。  

８  前条第 1 項第 8 号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナー

ゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ—グルタミ

ルトランスペプチダーゼ（γ—ＧＴＰ）の検査を行う。  

９  前条第 1 項第 9 号の血中脂質検査は、低比重リポ蛋白コレステロール（ＬＤＬコレステロー

ル）、高比重リポ蛋白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）及び血清トリグリセライドの量の

検査を行う。  

（健康診断票）  

第１５条  学校の設置者は、法第 15 条第 1 項 の健康診断を行つたときは、第 2 号様式に 

よって、職員健康診断票を作成しなければならない。  

２  学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校へ移った場合においては、

その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校の設置者へ送付しなければならない。  

３  職員健康診断票は、5 年間保存しなければならない。  

（事後措置）  

第１６条  法第 15 条第 1 項 の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職 

員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表

第 2 に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。  

２  学校の設置者は、前項の規定により医師が行った指導区分に基づき、次の基準により、法第

16 条 の措置をとらなければならない。 

「Ａ」 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。 

「Ｂ」 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深

夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 

「Ｃ」 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。 

「Ｄ」 勤務に制限を加えないこと。 

「１」 必要な医療を受けるよう指示すること。 

「２」 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 

「３」 医療又は検査等の措置を必要としないこと。  

（臨時の健康診断）  

第１７条  法第 15 条第 2 項 の健康診断については、第 10 条の規定を準用する。  

第３章 感染症の予防  

（感染症の種類）  

第１８条  学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。  

一  第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブ

ルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス
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属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）及び鳥インフルエンザ（病原体がインフルエンザ

ウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであつてその血清亜型がＨ五Ｎ一であるものに限る。次号

及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）」という。）  

二  第二種 インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）を除く。）、百日咳、麻しん、流行

性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核  

三  第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角

結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症  

２  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （平成 10 年法律第 114 号）第 6

条第 7 項 から第九項 までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、

前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。  

（出席停止の期間の基準）  

第１９条  令第 6 条第 2 項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次 

のとおりとする。  

一  第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。  

二  第二種の感染症（結核を除く。）にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学

校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 

イ インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）にあ

っては、発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後二日（幼児にあっては、3日）を経過するまで。 

ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が

終了するまで。 

ハ 麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。 

ニ 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、か

つ全身状態が良好になるまで。 

ホ 風しんにあっては、発しんが消失するまで。 

ヘ 水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。 

ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。 

三  結核及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感

染のおそれがないと認めるまで。  

四  第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつてい

る疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師におい

て感染のおそれがないと認めるまで。  

五  第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必

要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。  

六  第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたと

き、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。  

（出席停止の報告事項）  

第２０条  令第 7 条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものと 

する。  

一  学校の名称  

二  出席を停止させた理由及び期間  

三  出席停止を指示した年月日  

四  出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数  

五  その他参考となる事項  

（感染症の予防に関する細目）  

第２１条  校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがあ 

る児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第 19 条 の規

定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。  

２  校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消
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毒その他適当な処置をするものとする。  

３  学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状

況により適当な清潔方法を行うものとする。  

第４章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則  

（学校医の職務執行の準則）  

第２２条  学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。  

一  学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。  

二  学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこ

と。  

三  法第 8 条 の健康相談に従事すること。  

四  法第 9 条 の保健指導に従事すること。  

五  法第 13 条 の健康診断に従事すること。  

六  法第 14 条 の疾病の予防処置に従事すること。  

七  法第 2 章第 4 節 の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染

症及び食中毒の予防処置に従事すること。  

八  校長の求めにより、救急処置に従事すること。  

九  市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第 11 条 の健康診断又は法第 15 条第

1 項 の健康診断に従事すること。  

十  前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する

指導に従事すること。  

２  学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校

長に提出するものとする。  

（学校歯科医の職務執行の準則）  

第２３条  学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。  

一  学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。  

二  法第 8 条 の健康相談に従事すること。  

三  法第 9 条 の保健指導に従事すること。  

四  法第 13 条 の健康診断のうち歯の検査に従事すること。  

五  法第 14 条 の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。  

六  市町村の教育委員会の求めにより、法第 11 条 の健康診断のうち歯の検査に従事すること。  

七  前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する

指導に従事すること。  

２  学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記

入して校長に提出するものとする。  

 

（学校薬剤師の職務執行の準則）  

第２４条  学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。  

一  学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。  

二  第 1 条の環境衛生検査に従事すること。  

三  学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。  

四  法第 8 条 の健康相談に従事すること。  

五  法第 9 条 の保健指導に従事すること。  

六  学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し

必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。  

七  前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する

技術及び指導に従事すること。  

２  学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記

入して校長に提出するものとする。  
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第５章 国の補助  

（児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出）  

第２５条  都道府県の教育委員会は、毎年度、7 月 1 日現在において当該都道府県立の小 

学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び

生徒のうち教育扶助（生活保護法 （昭和 25 年法律第 144 号）に規定する教育扶助をいう。以下同

じ。）を受けている者の総数を、第 3 号様式により 1 月 10 日までに文部科学大臣に報告しなければ

ならない。  

２  市町村の教育委員会は、毎年度、7 月 1 日現在において当該市町村立の小学校及び中学校並び

に中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助

を受けている者の総数を、第 4 号様式により 12 月 20 日までに都道府県の教育委員会に報告しなけ

ればならない。  

３  都道府県の教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、

これを第 5 号様式により 1 月 10 日までに文部科学大臣に報告しなければならない。  

（児童生徒数の配分方法）  

第２６条  令第 10 条第 3 項 の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定し

た数を基準として行うものとする。  

（配分した児童生徒数の通知）  

第２７条  都道府県の教育委員会は、令第 10 条第 3 項 及び前条の規定により各市町村ご 

との小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児

童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたときは、文部科学大臣に対しては第 6 号様式により、各

市町村の教育委員会に対しては第 7 号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。  

第６章 安全点検等  

（安全点検）  

第２８条  法第 27 条 の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒

等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。  

２  学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。  

（日常における環境の安全）  

第２９条  学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の

確保を図らなければならない。  

第７章 雑則  

（専修学校）  

第３０条  第 1 条、第 2 条、第 5 条、第 6 条（同条第 3 項及び第 4 項については、大学に 

関する部分に限る。）、第 7 条、第 8 条、第 9 条（同条第 1 項については、学生に関する部分に限る。）、

第 10 条、第 11 条（小学校以外の学校に関する部分に限る。）、第 12 条から第 21 条まで、第 28 条

及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第 5 条第 1 項中「6 月 30 までに」と

あるのは「当該学年の始期から起算して 3 月以内に」と、第 7 条第 9 項中「学校医又は学校歯科医」

とあるのは「医師」と、第 9 条第 2 項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第 12 条

中「第 5 条」とあるのは「第 30 条において準用する第 5 条」と、第 19 条第 2 号、第 3 号及び第 4

号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第 19 条第 5 号及び第 6 号並びに第 21 条第 1

項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。  

２  第 22 条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。  

附 則 （省略） 

別 表 （省略） 
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